
 

令和３年産備蓄米における地域農業再生協議会別面積配置 

にかかる対応の考え方（案） 

 

令和３年産備蓄米についても、当初から生産者との結び付きの報告を求めないこと 

を要件として取り扱いが開始された。 

令和３年産備蓄米は、新型コロナ感染症拡大による業務用需要の喪失などによる急

激な需給環境の悪化を背景として、第１回入札（１月２６日実施）において、全国で 

予定された２０７千㌧の９９％超が落札された。  

福島県においても、第１回入札において県別優先枠２７，０５０㌧全量が落札され

たが、一般枠を大きく確保できず、全体としての備蓄米の落札数量は令和２年産米を 

下回る結果となった。 

各方針作成者は、落札した備蓄米の生産者結び付きをすすめているが、結果として 

令和３年産備蓄米においても、地域農業再生協議会ごとの面積が確定しない数量が発

生することが想定されるため、地域農業再生協議会別面積配置について、令和２年産 

備蓄米同様、以下により取りすすめる。 

 

１．対応の基本的考え方 

（１）売渡者が生産者の営農計画書・出荷契約書にもとづき、該当地域農業再生協議 

会を特定できる場合は、地域農業再生協議会別数量・面積を様式５－１号に記載 

し報告する。 

 

（２）売渡者が、地域農業再生協議会を特定できない場合は、以下により整理する。 

①売渡者の地域組織が複数の地域農業再生協議会のエリアにまたがる場合、売
渡者から「その他」として数量を様式５－１号により東北農政局福島県拠点
に報告する。 

 

②東北農政局福島県拠点は、①にもとづく地域農業再生協議会別主食用作付面
積および「その他」数量の合計を県推進会議に報告する。 

 

③県推進会議は「その他」の合計を、以下の考え方により該当地域農業再生協
議会に按分し配置する。 

 

Ａ：地域農業再生協議会ごとの主食用米の「生産数量（面積）の目安」 

Ｂ：地域農業再生協議会ごとの（１）までの備蓄米を含めて整理した主食用米面積 

Ｃ：＝Ｂ－Ａ 

Ｄ：地域農業再生協議会ごとの「Ｃ」の計、ただし「Ｃ」が「＋」のみの計とする 

（「Ｃ」が▲の場合は、「生産数量（面積）の目安」をクリア） 

Ｅ：「その他」備蓄米数量の県計  

Ｆ：（Ｃが「＋」の）地域農業再生協議会ごと按分数量 Ｅ×Ｃ／Ｄ 

Ｇ：Ｆについてそれぞれの地域農業再生協議会ごとの単収で面積換算し、該当地域農 

業再生協議会ごとに貼り付け 

 

議案第２号 



 

※なお、具体的作業にあたっては、売渡者および売渡者の県組織・地域組織と 

地域農業再生協議会・県推進会議および東北農政局福島県拠点が緊密に連 

携し取りすすめる。 

 

２．具体的すすめ方 

地域農業再生協議会別生産予定面積、引渡予定数量は、「需要に応じた米の生産・ 

販売の推進に関する要領」において、８月２０日までの報告となっていることから、 

以下の日程を基本として取りすすめる。 

  

令和３年６月末   経営所得安定対策等加入期限 

 

７月１５日 売渡者⇒地域農業再生協議会別備蓄米生産予定面積等報 

告書（様式第５－１号）の東北農政局福島県拠点への提出 

 

７月末   東北農政局福島県拠点⇒県推進会議へ報告（その他数量等） 

 

８月１０日 県推進会議⇒東北農政局福島県拠点へ報告（地域農業再生 

協議会別備蓄米面積等）   

  

以上 

 

＜添付資料＞ 

〇地域農業再生協議会別備蓄米生産予定面積等報告書（様式第５－１号） 



別紙様式第５－１号

　　年　　月　　日

　農林水産省政策統括官　殿

　地域農業再生協議会の代表者　殿

売渡人
住　 所
氏　 名
電　 話

契約番号 ： 〇内米買契第〇〇号

地域農業再生協議会名
生産予定面積

（㎡）
引渡予定数量

（玄米ｋｇ）
単収

（㎏/10a）

計 －

地域農業再生協議会別備蓄米生産予定面積等報告書

（ 令和 〇 年産 ）

　需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成２６年４月１日付け２５生産第３５７８号農林水産
省生産局長通知）第５の４の規定に基づき、地域農業再生協議会ごとの生産予定面積等を、下記のとお
り提出します。

記

　　　必要に応じ様式を変更することができるものとする。

（注１）単収は、本要領別紙１の第５の２の（３）により設定した単収を記入すること。

（注２）引渡予定数量の合計は、契約数量とトン単位で一致すること。

（注５）電算処理等の理由から上記様式を用いることが困難な場合にあっては、内容の改変を伴わない限り、

（注３）報告に当たり、電子ファイルも提出すること。（売渡人において、電子ファイルで提出できない場合は、

　　管轄する地方農政局に相談する。）

（注４）複数の市町村にまたがる地域農業再生協議会にあっては、市町村ごとに記載すること。

印
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